
九州大学学資金返還免除候補者学内選考委員会規程 

平成２４年度九大規程第６０号 

制  定：平成２５年 ２月１９日 

最終改正：平成３０年 ９月２８日 

（平成３０年度九大規程第３９号） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成１６年１月７日政令第２号）第

８条第２項及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令（平成１６年３月３１日文部科学省令

第２３号）第３５条に定める学内選考委員会（以下「委員会」という。）の組織、議事の手続その他

必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 委員会は、九州大学大学院において独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年６月１８

日法律第９４号）第１４条に規定する第一種学資金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優

れた業績を挙げた者として独立行政法人日本学生支援機構に推薦すべきものの選考に関する事項を

審議する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 総長 

(2) 総長が指名する理事 

(3) 九州大学学生支援委員会規程（平成２６年度九大規程第１５７号）第３条第１項第４号により

選出された学生支援委員会の委員 

(4) 学務部長 

２ 前項に掲げる委員のほか、総長が指名する者を委員に加えることができる。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（議事） 

第５条 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くこと

ができる。 

（事務） 

第７条 委員会に関する事務は、学務部キャリア・奨学支援課において処理する。 

（補則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会において定める。 

附 則 

この規程は、平成２５年２月１９日から施行する。 

附 則（平成２４年度九大規程第１４７号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 



附 則（平成２５年度九大規程第１５５号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年度九大規程第１６９号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年度九大規程第１８号） 

この規程は、平成３０年７月１７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年度九大規程第３９号） 

この規程は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 


